
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和２年１２月１８日 

東広島市長 髙垣  

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 令和２年度旧河内西小学校調理台等設置修繕 

（２）物品・委託役務管理番号 18020098 

（３）物品委託役務内容 旧河内西小学校への流し台、コンロ台、調理台等の設置 

（４）納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和３年３月１６日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 旧東広島市立河内西小学校 

（６）予定価格 非公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 修繕請負契約約款 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 令和 3 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 30
日まで又は平成 29年 1 月 1日～令和 2
年 12 月 31 日までの東広島市物品役務
等競争入札参加資格として次の入札参
加資格認定区分の認定を受けている者 

修繕＞備品・施設<小規模>修繕 設備類 

イ 法令等による登録等 問わないものとする。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

東広島市内に本店を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年８月２６日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入
札公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和２年１２月１８日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和２年１２月１８日～ 

令和３年１月１４日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和２年１２月１８日～ 

令和２年１２月２５日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 生活環境部 地域づくり推進課（発注担当課） 
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁北館１階） 
 電話番号 082-420-0924  ／ファックス番号 082-423-0270 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和３年１月５日～ 

令和３年１月１４日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和３年１月１２日～ 

令和３年１月１３日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調

達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和３年１月１４日 

午前 10 時 20 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７



令和２年度旧河内西小学校調理台等設置修繕仕様書 

 

１ 修繕名称  令和２年度旧河内西小学校調理台等設置修繕 

 

２ 履行場所  旧東広島市立河内西小学校 

 

３ 履行期間  契約締結日の翌日から令和３年３月１６日まで 

 

４ 概  要 

（１）既設汚物流しを撤去して新たに流し台を設置するとともに、水栓を新設し、既設給排水管に

接続することにより、使用可能な状態にする。（背面コンクリート斫及びタイル補修を含む。） 

（２）（１）により整備する給水配管に分岐止水栓を接続し、別途設置予定の湯沸かし器用給水が接

続可能な仕様とする（水切ステンへの給水配管用穴開け含む）。 

（３）コンロ台を設置するとともに、既存ガス管から分岐させて配管し、コンロを使用可能な状態

とする。 

（４）調理台を設置する。 

  

５ 仕様材料、数量等 

  別紙１「設計書」のとおり。 

 

６ 作業位置図 

  別紙２「修繕箇所図及び現況写真」のとおり。 

 

７ 使用材料の仕様及び作業上の注意等 

（１）本修繕の実施にあたっては、この仕様書によるほか、国土交通省官房営繕部が制定した建築

工事標準詳細図（最新版）及び公共建築工事標準仕様書（建築工事編・機械設備工事編・電気

設備工事編）（最新版）に定めるところによる。 

（２）数量等明細書に記載した参考型式以外の機材を使用するときは、参考型式と同等以上の品質・

性能を有することを示す書類を発注者に提出し、事前に承認を得ること。 

（３）本修繕は、電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号）その他関係法令を遵守して実施するこ

と。 

 

８ 事前見学等 

修繕対象施設の事前見学は、事前に発注担当課に申し出た上で、令和２年１２月２４日までに

発注者が認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での口頭による質疑応答

は認めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出する

こととする。（質問書提出期限：令和２年１２月２５日） 

 

９ その他 

（１）本修繕の実施に際し、修繕の受注者は履行場所の施設の運営に影響が出ないよう、配慮する

こと。 

（２）本修繕の実施期間中、履行場所の施設の利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。 



（３）本修繕の作業日程は、あらかじめ発注者と協議すること。 

（４）受注者は、本修繕の実施にあたり修繕請負契約約款（以下「約款」という。）第１１条により

修繕実施責任者を定めて発注者に通知すること。 

（５）本修繕において必要となる電気、水道用水は履行場所の設備に接続して使用できるものとし、

受注者に費用の負担を求めないものとする。 

（６）本修繕において、履行場所に備付けの備品等の用具を使用したいときは、事前に発注者の承

諾を得ること。また、承諾を受けてこれを使用する際は丁寧に取り扱うこと。 

（７）本修繕では、作業員の安全に十分配慮すること。 

（８）本修繕の実施にあたっては、原材料の包装紙等を散在させること等のないよう配慮し、衛生

的な作業環境の維持に努めること。また、火気の取り扱いに注意すること。 

（９）本修繕にあたり交換する等により取り外された部品等については、発注者の指示のあったも

のを除いて受注者の責任において適切に処分すること。 

（10）修繕の各実施段階において、作業前・作業後の写真撮影を行い、作業記録として修繕完了後

に提出すること。ただし、発注者が指示した場合は本修繕の完了前であっても写真の提出に応

じること。 

（11）本修繕に係る契約不適合責任は約款に定めるとおりとし、修繕に関わる製品等のメーカー保

証書を提出すること。 

（12）本修繕にあたり、建物又は備品等を損傷したときは、受注者の責任と負担により復旧するこ

と。 

（13）本修繕の実施中に受注者の責めに帰すべき事由により、修繕を継続できなくなったときは、

速やかに作業を中止して発注者に報告の上、発注者の指示のもと復旧すること。 

（14）発注者は、東広島市物品の調達等に係る契約における暴力団等の排除に関する要綱（平成２

１年東広島市訓令第４７号。以下、「暴力団排除要綱」という。）に定める事項を遵守した履行

管理を行うので、受注者は、暴力団排除要綱第５条に定める不当介入を受ける等の事態となっ

たときは、速やかに発注者に報告すること。 

（15）本修繕に際し、本修繕関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機並びに迷惑を防止す

るために必要な措置をとること。 

 

10 問い合わせ先 

（１）発注担当課 

   生活環境部 地域づくり推進課 地域活動支援係  

   東広島市西条栄町８番２９号 

   電 話 ０８２－４２０－０９２４ 

   ＦＡＸ ０８２－４２３－０２７０ 

（２）修繕対象施設                                     

旧東広島市立河内西小学校 

   東広島市河内町河戸８２８番地 



別紙１ 1

令和２年度

修繕名

施 行 主 体

業 務 施 行 箇 所

東広島市  

東広島市河内町河戸８２８番地

旧河内西小学校調理台等設置修繕

地域センター管理運営事業　設計書



内訳 2
名称 数量 単位 単価 金額

給排水配管作業 1 式

調理台等設置作業 1 式

ガス管等その他整備作業 1 式

諸経費 1 式

小計

消費税 10%

合　　計

備考

給排水配管内訳参照

空調設備作業費内訳参照

配管設備作業費内訳参照



給排水配管内訳 3
名称 数量 単位 単価 金額

給水配管

　耐衝撃性塩化ビニール管 3 m HiVP20A

　耐衝撃性塩化ビニール管　継手類 1 式

　ベンリー管、ニップル 2 組

　支持金具 1 式

　保温チューブ 1 式

排水配管

　塩化ビニール管　継手類 1 式 VU50

　支持金具、雑材消耗品 1 式

工賃 1 式

合　　計

備考

給水WL、厚口ザルボ

13-300



調理台等設置内訳 4
名称 数量 単位 単価 金額

調理台等設置

　立型自在水洗 1 個

　泡沫横形パイプ 1 個

　分岐止水栓 1 個

　流し台排水ホース 1 個

　流し台 1 台

　調理台 1 台

　調理台 1 台

　コンロ台 1 台

　水切りステン 1 本

　雑材消耗品 1 式

　業務用調理作業台 2 台

工賃 1 式

合　　計

W3,900×D165×H40mm
SUS304 t=1.5ミリ
縦コック、水栓、給湯器用給
水配管用穴（Φ22～25mm）
加工

参考型番BH-156GN
W1,500×D600×H800mm

参考型番S-NWT180DOW
W1,800×D900×H800mm

参考型番GKF-S-150MYNL
左水槽
W1,500×D550×H890（800+
バックガード90）mm

参考型番A-50J13

備考

参考型番BH-126GN
W1,200×D600×H800mm

別途設置予定の
瞬間湯沸かし器用

SUS304　バッグガード付き
W2,400×D600×H950(650+
バックガード300）mm
バックガードへ横型コック取
付のこと



ガス管等その他整備内訳 5
名称 数量 単位 単価 金額

ガス管等その他整備

　汚物流し撤去 1 式

　コンクリート斫、ガラ撤去処分 1 式

　タイル補修 1 式

　ガス管延長 1 式

　横型コック 2 個

　縦コック 1 個

　２口コンロ 2 台

合　　計

参考型番PA-210B

備考



 

別紙２ 修繕箇所図及び現況図面・写真 

③ 

⑤ 

⑤ 

①  

 

 

 

② 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

① 流 し 台：W1,500×D550×H890（800+バックガード 90）mm １台 

② コンロ台：W2,400×D600×H950（650+バックガード 300）mm 1台 

③ 調 理 台：W1,200×D600×H800mm    1台 

④ 調 理 台：W1,500×D600×H800mm    1台 

⑤ 調 理 台：W1,800×D900×H800mm    2台 

⑥ コ ン ロ： 2口 W590×D463×H180mm 2台 

⑦ 水 切：W3,900×D165×H40mm    1台 A 

B C 

④ 



○撤去等作業箇所      ○流し台等設置個所 

 

  

① ② 
② 

⑥ ⑥ 

汚物流し撤去、 

コンクリート斫 
立型自在水栓・縦コック 

※水切ステンから立ち上げる 

既存ガスコック 横型コック 

※バックガードにとりつけるこ

ととし、位置は現場調整。 



A：                        B：  

   

C： 

 

 

 



②コンロ台参考仕様内訳 
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